
＜コーポレート・ガバナンス体制＞ 

 

 

 

 

会計監査人 

【監査】 

   

 

選任・解任 

グループ役員会 

（取締役4名(うち監査等委員で

ある取締役１名)、主要な子会社

の社長及び執行役員で構成） 

TOP 会議（リスク管理委員会） 

(チームマネージャー職以上で構成) 

内部監査室 

監査等委員会 

【監査・監督】 

監査等委員３名 

（うち社外取締役２名） 

代表取締役 

選任・解任 

顧問弁護士 

【助言・指導】 

   

 

選任・解任 

選定・解任 

取締役会 

【意思決定・監視】 

取締役 6 名 

(うち監査等委員３名) 

指名・報酬委員会 

(代表取締役 1 名・社外取締役 2 名) 

諮問・答申 

株主総会（株主） 



＜適時開示体制の概要＞ 

 

 

 

 

 

会計監査人・顧問弁護士 

情報管理責任者（管理統括役員） 

取締役会 

情報取扱責任者（管理統括役員）、開示担当部署 

TDnet による 

適時開示 

EDINET による 

法定開示 

名古屋証券取引所 

当社ウェブサイト 

による公表 

株主・投資家等 

代表取締役 

情報発生部署責任者（当社所管部門担当役員及び当社グループ会社社長） 

●情報の収集 

●開示の検討 

●開示 

適時開示情報 

決定事実 決算情報 発生事実 

当社及び当社グループ会社 

法定開示情報 

 

ﾌｪｱ・ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ・ﾙｰﾙ 

の対象となる重要情報 

●開示の決定 


